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平
成
1
9
年
3
月

「
宮
崎
県
地
震
減
災
計
画
」
の
策
定
（
日
向
灘
地
震
、
え
び
の
・
小
林
地
震
を
想
定
）

平
成
2
3
年
3
月

東
日
本
大
震
災
の
発
生

平
成
2
5
年
1
2
月
「
新
・
宮
崎
県
地
震
減
災
計
画
」
の
策
定
（
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の
想
定
を
追
加
）

→
以
後
、
適
宜
見
直
し
（
最
終
改
定
：
令
和
３
年
３
月
）

策
定
経
過

計
画
骨
子

・
住
宅
の
耐
震
化
率
（
約
８
０
％
）
を
９
０
％
に
向
上

・
早
期
避
難
率
（
５
５
．
５
％
）
を
７
０
％
に
向
上

人
的
被
害
（
死
者
数
）
を

１
５
，
０
０
０
人
か
ら
２
，
７
０
０
人
へ

減
災
目
標

・
県

民
の

防
災

意
識

の
啓

発
・

自
主

防
災

活
動

の
充

実
・

要
配

慮
者

の
支

援
対

策
の

充
実

・
学

校
に

お
け

る
防

災
教

育
の

推
進

・
企

業
防

災
の

推
進

・
住

宅
の

耐
震

化
等

の
促

進
・

公
共

建
築

物
等

の
耐

震
化

の
推

進

・
地

震
・

津
波

災
害

に
強

い
ま

ち
づ

く
り

の
推

進
・

安
全

・
安

心
な

生
活

環
境

を
確

保
す

る
た

め
の

社
会

資
本

整
備

・
土

砂
災

害
対

策
等

の
充

実
・

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

対
策

の
促

進
（

電
気

、
ガ

ス
、

上
下

水
道

、
通

信
）

・
様

々
な

地
域

的
課

題
へ

の
対

応

・
津

波
避

難
場

所
・

避
難

経
路

の
確

保
・

津
波

避
難

に
対

す
る

普
及

・
啓

発
・

津
波

情
報

の
迅

速
・

的
確

な
伝

達
・

津
波

か
ら

の
避

難
体

制
の

充
実

・
津

波
を

防
御

す
る

施
設

の
整

備
・

充
実

等

・
迅

速
な

救
助

の
た

め
の

体
制

強
化

・
災

害
時

医
療

体
制

の
強

化
・

保
健

衛
生

・
防

疫
対

策

・
県

の
防

災
体

制
の

充
実

・
市

町
村

の
防

災
対

策
の

充
実

・
国

、
指

定
公

共
機

関
と

の
連

携
強

化
・

企
業

、
民

間
団

体
と

の
連

携
強

化
・

広
域

連
携

体
制

の
確

立

１
県
民
防
災
力
の
向
上

２
住
宅
・
建
築
物
の
耐
震
化
、
居
住
空
間
の
安
全
確
保

３
外
部
空
間
に
お
け
る
安
全
確
保
対
策
の
充
実

４
津
波
対
策
の
推
進

５
被
災
者
の
救
助
・
救
命
対
策

６
県
、
市
町
村
の
防
災
体
制
の
充
実
、

広
域
連
携
体
制
の
確
立

さ
ら
な
る
対
策

限
り

な
く

ゼ
ロ

へ
！

新
・
宮
崎
県
地
震
減
災
計
画
の
概
要

県
に

お
け

る
地

震
・

津
波

の
被

害
想

定
を

踏
ま

え
、

今
後

取
り

組
む

べ
き

ソ
フ

ト
・

ハ
ー

ド
両

面
で

の
総

合
的

な
対

策
を

規
定

し
た

も
の

39
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宮
崎

県
災

害
対

策
本

部
（

県
庁

）
宮

崎
県

災
害

対
策

本
部

（
県

庁
）

（
本

部
長

：
知

事
）

厚
生
労
働
本
省

・
現
地
対
策
本
部

県
外
関
係
団
体

県
内
関
係
団
体

連
携

情
報

共
有

市
町
村

福
祉

保
健

対
策

室
福

祉
保

健
対

策
室

（
本

部
長

：
福

祉
保

健
部

長
）

宮
崎
県

保
健

医
療

福
祉

調
整

本
部

宮
崎
県

保
健

医
療

福
祉

調
整

本
部

（
本

部
長

：
福

祉
保

健
部

長
）

小
児

周
産

期
ﾘｴ

ｿﾞ
ﾝ

県
災

害
医

療
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
（

超
急

性
期

は
統

括
D

M
A
T
）

福
祉

保
健

班

医
療

政
策

班
障

が
い

福
祉

班
(＝

県
D

P
A
T
調

整
本

部
)

健
康

増
進

班

日
赤

救
護

班

県
医

師
会

ﾘｴ
ｿﾞ

ﾝ
県

歯
科

医
師

会
ﾘｴ

ｿﾞ
ﾝ

県
薬

剤
師

会
ﾘｴ

ｿﾞ
ﾝ

指
導

監
査

・
援

護
班

国
民

健
康

保
険

班
長

寿
介

護
班

衛
生

管
理

班 こ
ど

も
政

策
班

D
M

A
T
活

動
拠

点
本

部
（

本
部

長
：

統
括

D
M

A
T
）

災
害

拠
点

病
院

医
療
機
関

医
療
機
関

医
療
機
関

ﾄﾞ
ｸﾀ

ｰﾍ
ﾘ本

部
（

本
部

長
：

統
括

D
M

A
T
）

宮
崎

大
学

医
学

部
附

属
病

院

連
携

情
報

共
有

連
携

情
報

共
有

連
携

情
報

共
有

連
携

情
報

共
有

連
携

情
報

共
有

地
方

支
部

（
西

臼
杵

支
庁

・
農

林
振

興
局

）
／

現
地

災
害

対
策

本
部

避
難
所

避
難
所

避
難
所

避
難
所

市
町
村

情
報
共
有

要
請
／
支
援

地
域

保
健

医
療

福
祉

調
整

本
部

地
域

保
健

医
療

福
祉

調
整

本
部

（
本

部
長

：
保

健
所

長
）

地
域

災
害

医
療

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

（
超

急
性

期
は

統
括

D
M

A
T
）

地
域
災
害
医
療
対
策
会
議

（
構

成
員

：
保

健
所

、
地

域
災

害
医

療
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
、

郡
市

医
師

会
・

薬
剤

師
会

・
歯

科
医

師
会

、
看

護
協

会
、

獣
医

師
会

、
消

防
本

部
、

市
町

村
関

係
課

等
）

情
報

共
有

要
請

／
支

援
情

報
共

有
要

請
／

支
援

統
括

保
健

師
県

看
護

協
会

ﾘｴ
ｿﾞ

ﾝ
D

W
A
T

管
理

栄
養

士

連
携

情
報

共
有

助
言

保
健

医
療

福
祉

関
係

機
関

等

本
庁

各
課

薬
務

対
策

班
感

染
症

対
策

班

総
合

対
策

部
総

合
対

策
部

（
本

部
長

：
危

機
管

理
統

括
監

）

応
急

対
策

班
（

ヘ
リ

運
用

Ｇ
）

要
請

調
整

保
健

医
療

福
祉

活
動

チ
ー

ム
管

理
栄

養
士

ﾁｰ
ﾑ

保
健

師
ﾁｰ

ﾑ
ほ

か
D

H
E
A
T

ほ
か

県
D

M
A
T
調

整
本

部
（

本
部

長
：

統
括

D
M

A
T
）

D
M

A
T

JD
A
T

D
M

A
T
 S

C
U

本
部

Ｓ
Ｃ

Ｕ
連

携
情

報
共

有

D
M

A
T

D
P
A
T

JM
A
T

D
P
A
T

D
W

A
T

JR
A
T

D
H

E
A
T

JR
A
T

県
透

析
医

会
ﾘｴ

ｿﾞ
ﾝ

保
健
医
療
福
祉
調
整
本
部
体
系
図

企
画

調
整

班

総
務

班

情
報

分
析

班

広
報

班

応
援

職
員

受
援

・
派

遣
班

42



（
出
典
：
令
和
６
年
度
健
康
危
機
に
お
け
る
保
健
活
動
推
進
会
議
資
料
（
令
和
７
年
１
月
21
日
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
厚
生
科
学
課
）
）
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①
【
計
画
の
策
定
状
況
】

②
【
計
画
に
関
す
る
主
な
課
題
】

【
提
供
し
て
い
な
い
理
由
】

•
本
人
の
同
意
が
な
い

•
避
難
時
の
み
提
供
し
て
い
る

•
個
別
避
難
計
画
が
未
完
成
で
、

名
簿
を
提
供
で
き
て
い
な
い

個
別

避
難

計
画

策
定

の
現

状
と

課
題

【
全
国
策
定
率
】
14
.０
％

差
R

7
.8

月
時

点

＋
4
6
4
人

4
1
,0

8
4

人

＋
1
,0

0
8

人
6
,0

1
1

人

＋
2
.3

％
1
4
.6

％

-0
.5

％
5
6
.3

％

７
減

０

R
6
.6

月
時

点

4
0
,6

2
0

人
避

難
行

動
要

支
援

者
数

5
,0

0
3

人
計

画
策

定
数

1
2
.3

％
策

定
率

5
6
.8

％
平

常
時

の
名

簿
提

供
割

合

７
市

町
未

策
定

市
町

村
数

【
内
訳
】

高
原
町
、
国
富
町
、
都
農
町
、
美
郷
町

高
千
穂
町
、
日
之
影
町
、
五
ヶ
瀬
町

詳
細

主
な
課
題

要
配
慮
者
に
対
し
て
「
誰
が
避
難
支
援
を
行
う
か
」
を
事
前
に
定
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
地
域
の
支
援
者
（
自
治
会
、
民
生
委
員
、

福
祉
関
係
者
な
ど
）
は
す
で
に
多
く
の
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
災
害
時
の
個
別
支
援
ま
で
求
め
ら
れ
る
と
心
理
的
・
物
理
的
な
負

担
が
大
き
く
、
担
い
手
の
確
保
が
困
難
。

ア
支
援
者
の
不
足

（
負
担
感
が
大
き
い
）

計
画
の
対
象
者
は
「
自
力
避
難
が
困
難
な
方
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
家
族
や
近
隣
住
民
の
支
援
で
避
難
可
能
な
方
も
含

ま
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
あ
る
程
度
、
真
に
支
援
が
必
要
な
方
に
絞
り
込
む
必
要
が
あ
る
。

イ
対
象
者
の
絞
り
込
み

名
簿
は
、
介
護
認
定
や
障
害
者
手
帳
の
取
得
、
入
退
院
、
転
居
な
ど
に
よ
り
日
々
変
動
す
る
た
め
、
定
期
的
な
更
新
作
業
が
必
要

で
あ
る
が
、
必
要
な
情
報
の
管
理
者
（
部
局
）
が
異
な
る
場
合
が
多
く
、
更
新
作
業
が
慢
性
的
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

ウ
名
簿
の
更
新

計
画
の
策
定
に
は
、
庁
内
の
防
災
部
局
と
福
祉
部
局
、
さ
ら
に
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
福
祉
事
業
所
と
の
連
携
が
不
可
欠

で
あ
る
が
、
部
局
間
で
の
情
報
共
有
の
仕
組
み
、
役
割
分
担
や
連
携
体
制
の
構
築
が
不
十
分
で
あ
る
。

エ
庁
内
・
関
係
機
関
の
連
携

計
画
が
策
定
さ
れ
て
も
、
実
際
の
災
害
時
に
、
避
難
支
援
者
が
不
在
で
あ
っ
た
り
、
要
配
慮
者
の
状
況
が
変
化
し
て
い
た
り
す
る

と
、
計
画
が
「
紙
の
上
の
も
の
」
と
な
り
形
骸
化
す
る
。
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
の
定
期
的
な
訓
練
や
見
直
し
、
関
係
者
の
合

意
形
成
が
不
可
欠
だ
が
、
現
場
で
は
そ
の
余
力
が
不
足
し
て
い
る
。

オ
実
行
性
の
確
保

※
 今

年
度

、
全

市
町

村
に

個
別

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

実
施
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Ⅱ 県内調査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 宮崎県が公表した南海トラフ巨大地震等被害想定における県内市町村の最大震度、最大津 

波高、最短到達時間は別添「執行部提供資料」を御参照ください。 
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１ 日向市役所 

＜調査日＞令和７年７月23日（水） 

＜調査事項＞各種計画、避難所の整備について 

＜調査概要＞ 

・ 津波避難タワー８基、避難山２か所を整備、避難ビル70施設を指定し、避難路や学校

屋上への避難階段等を整備。自主防災会組織率96.7％（92自治会中88組織）の下、総合

防災訓練（３会場、約2,500人参加）や防災講演会（約250人参加）を実施している。 

・ 防災情報配信サービス、ＳＮＳ、ＦＡＳＴＡＬＥＲＴシステムで情報伝達を強化。22

自治体と広域災害ネットワーク協定、62件の流通備蓄等協定を締結している。 

・ 令和６年８月の地震対応から、渋滞や情報伝達の課題が顕在化。施錠された避難ビル

への避難遅れに対応し、扉破壊訓練を開始 

・ 細島清正区では住民主導で毛布・食料等を備蓄し、月１回の訓練を実施している。道

路啓開に必要な燃料の試験的備蓄が地域から求められている。 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった課題＞ 

・ 個別避難計画策定の困難さと自治会加入率低下への対策 

・ 各種防災情報ツールの市民への浸透と利活用促進 

 

２ 細島港（日向市） 

＜調査日＞令和７年７月23日（水） 

＜調査事項＞津波避難施設や防波堤の整備について 

＜調査概要＞ 

・ 粘り強い構造の防波堤でＬ２（最大クラス）津波越流時の倒壊を防止し、避難時間を

確保。緊急物資輸送の拠点となる耐震強化岸壁（15号岸壁）を整備している。 

・ 牧島山避難施設２か所（合計400名収容、標高約20メートル）を設置。港湾事業継続

計画（ＢＣＰ）を策定し、防災訓練を継続的に実施している。 

・ 「命のみなとネットワーク」に参加し、海上からの緊急支援物資輸送訓練を実施。15

号岸壁は荷物保管スペースが確保され、がれきの一時仮置き場としても想定 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった課題＞ 

・ 発災時における啓開作業船の即応体制の確認 

・ 啓開作業を担う民間企業との協力体制の構築 
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３ 門川町役場 

＜調査日＞令和７年７月23日（水） 

＜調査事項＞各種計画、避難所の整備について 

＜調査概要＞ 

・ 防災行政無線37か所を運用し、Ｊ－ＡＬＥＲＴと連携。聞こえづらい世帯には戸別受

信機を無償貸与。公共施設を中心に18か所の備蓄倉庫を設置 

・ 自主防災組織率は82.9％（41地区中34地区）で、毎年５月に町内一斉避難訓練（約 

2,100名参加）を実施。門川高校、門川中学校のＳＰＳ認証取得や門川高校での防災士養

成など、防災教育と人材育成に注力 

・ 避難所情報やハザードマップ、災害情報をリアルタイム確認可能な「救災マップ」ア

プリを令和６年度から導入し、平時からの利用を促進 

・ 個別避難計画策定率向上に向け施策を検討 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった課題＞ 

・ 高齢化と街並みの老朽化を考慮した避難困難地域の算出方法の検討 

 

４ 延岡市役所 

＜調査日＞令和７年７月24日（木） 

＜調査事項＞各種計画、避難所の整備について 

＜調査概要＞ 

・ 多目的アリーナ（物資拠点）、水防センター（河川防災拠点）、津波避難タワーを整

備。高齢者の現実的な歩行速度を考慮し、津波避難速度を1.0メートル/秒から0.7メート

ル/秒に見直し、新たに22か所の津波困難地域を抽出、４地区で津波避難タワー整備を予

定 

・ 津波指定緊急避難場所に震度５弱で自動開錠する「地震感知自動開錠ボックス」を46

基設置。Ｊ－ＡＬＥＲＴ連携開錠システムの実証実験を実施中 

・ 令和７年度に危機管理部を新設し、個別避難計画策定率向上に向け福祉事務所との連

携強化と委託制度導入、デジタル化を推進 

・ 個別受信機の貸与や防災アプリ「防災のべおか」（登録数１万700件）、ＶＲ避難訓

練などで情報伝達と防災意識向上に取り組んでいる。 

・ 避難所の通信環境（衛星回線）や衛生環境について、女性の視点やスフィア基準を取

り入れ、避難所運営マニュアルの具体的な見直しを検討 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった課題＞ 

・ 津波避難を目的とした自動開錠ボックスにおける設定震度（震度５弱）の妥当性の検

証 
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５ 県災害支援物資拠点施設（高鍋町） 

＜調査日＞令和７年７月24日（木） 

＜調査事項＞災害支援物資の備蓄・輸送拠点について 

＜調査概要＞ 

・ 県は高鍋町の県立農業大学校敷地内に広域物資輸送拠点施設を整備。本施設は県の備

蓄物資の集約保管と大規模災害時における国からの支援物資の効率的受け入れ・県内各

地への迅速な払い出しを担う。県中央に位置し、標高約60メートルで津波・土砂災害リ

スクが低く、国道10号や東九州自動車道に近接し、隣接グラウンドでヘリコプター離着

陸も可能 

・ 施設は10トントラックと同じ高さの高床式構造で荷さばき効率を向上。フォークリフ

ト通路を確保した固定ラック、ＥＶ給電ポール、防災無線、消火用水槽を備え、民間物

流専門事業者による一元的な運用を予定。８か所に分散していた備蓄場所を６か所に集

約し、効率化とリスク分散を両立 

・ 発災３日目までの必要量３分の１を現物・流通備蓄で確保。４日目以降は国支援を想

定。能登半島地震でも活用された「Ｂ－Ｐｌｏ」システムにより、国・県・市町村が物

資情報を一体的に管理し、毎年の訓練で習熟を図っている。 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった課題＞ 

・ 実機訓練を通じた物資輸送オペレーションの実効性検証 

・ 広域被害を想定した県・市町村による５日分の備蓄拡充の検討 

 

６ 高鍋町役場 

＜調査日＞令和７年７月24日（木） 

＜調査事項＞各種計画、避難所の整備について 

＜調査概要＞ 

・ 高鍋町は、小丸川と宮田川に挟まれた平地が中心で内水氾濫のリスクを抱える。令和

６年８月の日向灘沖地震における臨時情報発令時に高台への避難経路が渋滞した経験か

ら、町民への正しい知識習得と自分の命を守る対策への啓発が特に重要である。 

・ 蚊口・桶渡地区に２基の津波避難タワーを整備し、津波到達時間内に避難できない地

域を解消。防災行政無線の更新と防災アプリ導入、ローリングストック方式による備蓄

品確保、高台への避難経路整備を進めている。 

・ 県内外の自治体・事業者と45件の災害時応援協定を締結し広域連携体制を構築。ペッ

ト同行避難施設確保、スフィア基準対応の避難所運営改善など質の向上を目指している。 

・ 自宅の耐震化や食料備蓄などを呼びかける啓発活動など自助・共助を強化 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった課題＞ 

・ 土砂災害警戒区域内に位置する避難所の急傾斜地の整備の必要性 

・ 海岸沿いの国道10号線に対する代替路の必要性
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７ 都城市役所 

＜調査日＞令和７年８月５日（火） 

＜調査事項＞災害時の後方支援について 

＜調査概要＞ 

・ 南海トラフ巨大地震において津波被害想定がないことから、後方支援に特化した災害

対策を推進。宮崎県内10市町で構成される県南協議会を通じた広域支援と、都城市の優

位性を活かした後方支援拠点都市構想を展開。県市町村防災総合応援協定の６項目（本

部機能、避難者受入、物資受入・配送、救助、医療、広域連携部隊支援）を具体化し、

年２回の訓練と運送事業者・医療機関との連携強化を実施している。 

・ 一次避難所に避難所管理システムを導入し、タブレット、Ｗｉ－Ｆｉ、発電機を整備。

マイナンバーカードやＱＲコード等４種の受付方法で、リアルタイムでの避難所充足率

確認が可能。能登半島地震の教訓から、スフィア基準への対応を検討中 

・ 発災後72時間以内の行動を明確化した道路啓開マニュアルを令和７年５月に策定 

・ 都城ＮｉＱＬＬは最大規模災害時に国のＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの救援活動拠点となり、

緊急物資輸送・後方支援配送拠点、一時避難所として機能 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった課題＞ 

・ 道路啓開における県警等関係機関との連携強化および生活道路の啓開方針の検討 

 

８ 串間市役所 

＜調査日＞令和７年８月５日（火） 

＜調査事項＞各種計画、避難所の整備について 

＜調査概要＞ 

・ 高台にある運動公園周辺を防災拠点とする「串間市事前防災まちづくり構想」を推進。

コンパクトシティの形成を目指し、公共施設の集約や東九州自動車道を活用した後方支

援機能強化、避難道整備等が進行中である。 

・ 市内全域に防災行政無線123基を整備し、戸別受信機を配布。避難困難地区に計２基

の津波避難タワーを設置。93の指定避難所のうち６か所を重要避難所として備蓄倉庫と

自家発電施設を整備。基本８品目の備蓄は目標量に達していない。 

・ 自主防災組織育成支援として訓練費用助成、防災士資格取得助成を実施。ケアマネジ

ャー等と連携し、クラウド型システムで個別避難計画を推進。学校や地域での防災講話

を継続的に実施している。 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった課題＞ 

・ 地区防災計画の策定普及と市民の防災意識向上 

・ 要配慮者の利用を想定した津波避難タワーのバリアフリー化の推進 

・ 職員の被災を想定したより実効性の高いＢＣＰの策定 
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９ 都井漁港（串間市） 

＜調査日＞令和７年８月５日（火） 

＜調査事項＞漁港における地震津波対策について 

＜調査概要＞ 

・ 地域の漁業活動と漁獲物の水揚げを支える重要な産業基盤。東日本大震災の教訓を踏

まえた大規模な防災対策を実施。平成13年から21年にかけて外郭・係留施設の整備し、

平成25年から29年にかけて防波堤、防潮堤の耐震・津波対策工事を実施 

・ 迅速な漁業活動再開のため水深２メートルの物揚岸壁も耐震化。港内静穏度の向上と

生産機能強化のため岸壁が整備され、３メートル岸壁は防災拠点として物資保管エリア

を設置。津波が越流しても施設の機能を維持できるよう、粘り強い構造を採用 

 

10 日南市役所 

＜調査日＞令和７年８月６日（水） 

＜調査事項＞各種計画、避難所の整備について 

＜調査概要＞ 

・ 危機管理課に防災専門官（自衛隊ＯＢ）を配置するとともに、令和６年度からは職員

を増員して組織体制を強化 

・ 自治会加入率は８～９割で、自助・共助の意識も高い。 

・ 沿岸地域にデジタル防災行政無線を77か所設置するとともに、全世帯への戸別受信機

貸与を進め、現在約６割に普及。緊急避難場所136か所設置、津波到達時間内に避難困難

な地域には緊急避難施設を設置。備蓄品は100%確保済みで、44か所での分散備蓄を推進。

令和７年度にはトイレカー２台の整備とウェブ版ハザードマップ運用を予定している。 

・ 防災専門官が中心となり防災講話や訓練を実施。防災士資格取得補助や自主防災組織

整備補助を通じ地域防災力を向上。国道220号崩落による孤立集落発生に備え、ドローン

輸送協定などの災害協定を締結している。 

・ 令和６年８月の日向灘地震では、高齢者が津波避難施設の階段を登ることができず、

住民からはバリアフリー化等を求める声がある。 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった課題＞ 

・ 津波避難施設におけるバリアフリー化及び熱中症対策 

・ 個別避難計画の未策定者へのアプローチと福祉部局との連携強化 

・ 家屋耐震化における個人負担軽減に向けた支援の検討 

 

 

 

 

 

 

56



 

11 油津港（日南市） 

＜調査日＞令和７年８月６日（水） 

＜調査事項＞津波避難施設や防波堤の整備について 

＜調査概要＞ 

・ 県南地域の物流・産業拠点であり、クルーズ船寄港による観光拠点としての重要性も

増加。南海トラフ巨大地震発生時には、海上からの救援物資、医療資材、生活必需品輸

送の拠点となるため防災対策を強化している。 

・ 港湾機能の維持と早期復旧を目指し、粘り強い構造での整備が進められており、東防

波堤は整備済み、西沖防波堤は現在整備中。陸上交通網寸断時の海上からの緊急物資輸

送拠点として、耐震強化岸壁（第10岸壁）が令和３年度に完成し、岸壁背後の液状化対

策も実施。東地区と大節地区に計４か所の避難施設を確保している。 

・ 平成25年11月に油津港港湾事業継続推進協議会を立ち上げ、平成26年２月に港湾ＢＣ

Ｐを策定。事前対策、発災初動対応、事業継続対応という明確なタイムラインを設定。

油津港津波避難計画と連携し、避難訓練や応急復旧訓練を定期的に実施している。 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった課題＞ 

・ 津波到達時間内における大型船・漁船等の沖合避難の安全性確保 

 

12 ＮＰＯ法人宮崎県防災士ネットワーク（宮崎市） 

＜調査日＞令和７年８月６日（水） 

＜調査事項＞自助・共助・協働による防災力向上について 

＜調査概要＞ 

・ 県内の10支部を拠点に活動。防災士の基本理念は「自助」「共助」「協働」の３本柱。

大規模災害時には公助に限界があり、自助・共助が人命救助の大部分を占めている。 

・ 平時より減災に力を入れ、ハザードマップ活用、避難ルート確認、家屋耐震化、家具

固定、非常持ち出し袋・備蓄品準備など広く推進。年間200回以上の出前講座や地域・学

校・企業の防災訓練支援を実施 

・ 防災士の資質向上のため、毎月の定例会やスキルアップ研修を実施。県が推進する防

災士１万人養成事業に貢献。本県には7,981人の防災士がいるものの、実際に活動に参加

している割合は不明。少子高齢化・自治会加入率低下により共助力が低下している。 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった課題＞ 

・ 養成後の防災士の具体的な活動場面の創出と活用促進 

・ 自治会加入率向上に向けた抜本的な施策の検討 

・ 防災士の専門性を活かした自主防災組織の活性化支援 

 

 

 

 

57



 

13 宮崎市役所 

＜調査日＞令和７年11月５日（水） 

＜調査事項＞各種計画、避難所の整備について 

＜調査概要＞ 

・ 今年度、地域防災計画を10年ぶりに大幅改定予定。減災目標として死者数８割減、家

屋倒壊数５割減、災害関連死も明記。危機管理課職員を５名増員し組織体制を強化して

いる。 

・ 28か所の津波一時避難場所を見直し、再編や避難タワー建設を検討。青島地区での防

災行政無線増設と青島地区以南でのＦＭ宮崎中継局設置により難聴エリア解消を図る。 

・ 住民や観光客の避難困難を解消するため、専門家や高校生の意見を取り入れた新たな

誘導看板の設置、津波避難ビル８か所に自動解錠ボックスの設置、段ボールベッドやパ

ーテーションの購入、スポットクーラー46台の配備を計画している。 

・ 避難所配備職員の資機材取扱訓練や予告なしの職員参集訓練を定期的に実施。福祉専

門職と連携し、個別避難計画の策定を通じて、要配慮者のハザード認知、家庭内備蓄促

進、地域訓練での実践を目指している。 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった課題＞ 

・ 観光客等が多い地域における避難訓練の実施と多言語対応した避難誘導標識の整備 

・ 学校施設の避難所利用に向けた教育委員会等関係機関との調整 

・ 医療的ケア児等を受け入れる福祉避難所の開設・運営 

 

14 外所大地震追悼供養碑（宮崎市） 

＜調査日＞令和７年11月５日（水） 

＜調査事項＞外所地震について 

＜調査概要＞ 

・ 1662年に発生したマグニチュード８クラスと推定される地震と津波の教訓を後世に伝

えている。約50年ごとに建立されてきた７基の碑が存在し、村が陥没するほどの甚大な

被害から地元有志の協力で復旧した歴史を刻んでいる。 

・ この碑は単なる伝承だけでなく、南海トラフ巨大地震への備えを考える「大きな教材」

と位置づけられており、地元の小中学校では絵本や紙芝居を通じて子どもたちに当時の

避難行動の重要性などを伝えている。 
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15 宮崎港（宮崎市） 

＜調査日＞令和７年11月５日（水） 

＜調査事項＞津波避難施設や防波堤の整備について 

＜調査概要＞ 

・ 南九州の物流拠点であり、宮崎の海の玄関口として機能。災害時には緊急物資や資材

の海上輸送拠点としての重要な役割を担う。 

・ 第10岸壁と第７岸壁が耐震強化岸壁として整備され、緊急輸送道路と接続。未利用地

は瓦礫等の仮置き場、第11号岸壁後方スペースはヘリポートとして活用可能。東地区と

一ツ葉地区に計３か所の盛土高台「命の丘」が整備され、防災備品収納ベンチと避難誘

導看板を設置。国交省直轄事業として防波堤補強が進められており、粘り強い構造が採

用されている。 

・ 宮崎港港湾事業継続推進協議会を設立し港湾ＢＣＰを策定。発災後３日で耐震強化岸

壁と接続道路の啓開を完了させ、緊急物資輸送を開始、７日で臨港道路の北部線と南部

線の復旧、４週間で５割、３か月で８割の物流回復を目指す具体的な時系列目標を設定。

毎年定期的な防災訓練を実施し実効性を高めている。 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった課題＞ 

・ 港湾から内陸への道路寸断による孤立化リスクへの対応と避難者救出ルートの検討 
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Ⅲ 県外調査 
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１ 黒潮町役場（高知県） 

＜調査日＞令和７年10月15日（水） 

＜調査事項＞国内最大級の避難津波タワー等による「防災に強いまちづくり」について 

＜調査概要＞ 

・ 黒潮町は南海トラフ巨大地震による最高津波高が34.4メートルと全国一の被害想定を

受け、町長のリーダーシップのもと「犠牲者ゼロ」を目指し、防災文明の整備（ハード

事業）と防災文化の創造（ソフト事業）からなる25の施策指針に基づいた包括的対策を

展開している。 

・ 津波避難タワーを６基建設し、約260本の避難路を整備するとともに、年間100件の家

屋耐震化事業を実施（上限125万円で町が100%補助）。町内33か所に食料を分散備蓄し、

全世帯に告知放送端末機を配布している。 

・ 全職員を14消防分団の地域担当として配置する「防災地域担当制」を導入し、通常業

務に加え、地域住民と共に危険箇所や避難場所を協議するなど、迅速な対策実行と組織

力の強化を実現している。 

・ 自治会加入率約100％を背景にした「防災隣組」による隣近所の助け合い促進対策に

より全津波浸水世帯3,791世帯で個別津波避難カルテを作成し、「地区防災計画」を作成

する過程で住民自身が課題解決に取り組むことで住民意識の向上に努めている。 

・ 小中学校で９年間の防災教育プログラムを実施し、防災を日常の文化として定着させ

ることを目指している。「日本一短い防災訓練」や津波避難訓練アプリ「逃げトレ」を

活用するなど、住民が参加しやすい環境を整備している。 

・ 視察した佐賀地区津波避難タワーは、地下約30メートルの杭で支えられた床高22メー

トルの強固な施設。階段140段とスロープ240メートルが設置され、ヘリコプターホバリ

ングスペースや太陽光パネル等を整備している。 

・ 国・県と連携し、被災前の防災集団移転実施を含む事前復興まちづくり計画の検討も

進めている。 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった事項＞ 

・ 町長の強いリーダーシップと黒潮町役場の防災対策が高く評価された。高い自治会加

入率と災害時連携を重視する住民意識の高さが特徴である。 

・ 津波避難タワーの備蓄品を視察ガイド料で住民自ら購入するなど、自立的行動とコミ

ュニティの力が防災対策において重要であることが示された。 

・ 小学生の声かけが訓練参加率向上に繋がる事例から、世代間連携の有効性が明らかと

なった。 

・ 被災前集団移転の財政試算と合意形成の困難さ、および高齢者・子育て世代以外の訓

練参加促進が今後の課題として挙げられた。 
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２ 高知県庁 

＜調査日＞令和７年10月16日（木） 

＜調査事項＞｢命を守る｣対策と｢命をつなぐ｣対策について 

＜調査概要＞ 

・ 災害に強い地域社会づくり条例と行動計画に基づき、16年にわたり防災対策を推進し

ている。第６期行動計画では「命を守る」「命をつなぐ」「生活を立ち上げる」の３つ

の柱に基づき、能登半島地震の教訓を踏まえた施策を展開している。 

・ 住宅耐震改修率は80%で、約半数の方が自己負担10万円以下で改修しており、家具固

定作業費補助も実施することで、家屋の安全性を高めている。県全体で126基の津波避難

タワーが整備済みであり、道路啓開計画もバージョンアップされている。 

・ 「強い揺れを感じたらすぐ避難する」という早期避難意識啓発に注力し、その意識率

は70%前後で推移している。観光客対応としてホテルに防災アプリの二次元バーコードを

設置。避難所においては、スフィア基準に沿った質の向上に取り組んでいる。 

・ 病院ＢＣＰの策定率を現在の87%から100%に引き上げることを目標としており、発災

時の医療機能維持を図っている。 

・ 被災者が支援から取り残されることのないよう、「申請主義からの脱却」を目指し、

戸別訪問によるアウトリーチ型の災害ケースマネジメントを推進している。今年度から

６市町村をモデル市町村として先行実施し、全市町村へ展開する方針である。 

・ 沿岸19市町村のうち16市町村で事前復興まちづくり計画の策定に着手し、南海トラフ

地震後の速やかな復興着手と人口流出防止を目指している。 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった事項＞ 

・ 高知県の防災施策と補助制度が充実していることが高く評価された。住宅耐震改修へ

の支援も含め、県民の生命財産保護に向けた取組が積極的に展開されている。 

・ 事前復興計画策定では、黒潮町の計画が先行しており、住民の合意形成、特に集団移

転は感情的な問題から時間を要することが課題である。 

・ 計画を作る過程自体が事前防災や復興に寄与するという認識から、事前復興計画策定

の重要性が示された。 
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３ 高知港（高知県） 

＜調査日＞令和７年10月16日（木） 

＜調査事項＞浦戸湾三重防護対策について 

＜調査概要＞ 

・ 高知新港は、国際クルーズ客船の寄港地として観光振興に貢献する一方で、災害時に

は耐震岸壁を備えた防災拠点港として機能する。液状化対策を考慮し、緊急輸送道路で

ある高速道路との連携も確保されている。 

・ 浦戸湾は、高知市や県民の約半数を津波被害から守るため、三重防護という多重防御

体制を構築している。東日本大震災の教訓を踏まえ、港湾外郭施設である防波堤を粘り

強い構造により補強している。 

・ 湾口・湾奥の防潮堤を強化し、かさ上げすることで、南海トラフ地震で予測される約

２メートルの広域地盤沈下後も市街地への津波被害を防ぐ設計が施されている。 

・ Ｌ１津波（発生頻度の高い津波）に対しては浸水防護を目標とする「防災」を、Ｌ２

（最大クラスの津波）に対しては住民の避難時間を稼ぐ「減災」を目指している。 

・ 浦戸湾に流入する主要な７つの河川の堤防も一体的に耐震強化されている。この事業

は総事業費640億円を投じ、2016年度から2031年度までの16年間を要する大規模プロジェ

クトである。 

・ 国と県が一体となって進める防災インフラ整備は、全国的にも珍しい事業体制であり、

国390億円、県250億円を配分して推進されている。 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった事項＞ 

・ 高知新港と浦戸湾の整備により、観光振興と防災機能が両立されている。国際クルー

ズ客船の寄港と緊急物資輸送の拠点としての役割を併せ持つ。 

・ 三重防護体制による多重防御は、南海トラフ地震対策として有効な取組であり、東日

本大震災の教訓を活かした先進的な事例である。 

・ 16年間にわたる大規模事業により、広域地盤沈下を想定した津波対策が実現されてい

る。 
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４ 熊本県庁 

＜調査日＞令和７年10月17日（金） 

＜調査事項＞ 被災からの教訓、新たな防災・減災の取組、建物被害想定プログラム、南

海トラフ地震対応、災害関連死について 

＜調査概要＞ 

・ 2016年の熊本地震と大規模豪雨災害の経験を基に、防災センターの機能強化、完全ブ

ラインド訓練の実施、知事公室への危機管理防災課配置などにより、災害時の迅速な意

思決定体制と職員の実践的対応能力の向上を図っている。 

・ 復興においては「創造的復興」を推進し、約４万7,000人の住まい再建、益城町の区

画整理事業主導、国道57号やインフラ復旧により、約２か月で「復旧・復興プラン」を

策定し、徹底した進捗管理で復興を加速させた。 

・ ＪＡＸＡと連携し、衛星画像と家屋被害データ約20万件を学習させた「被災状況推定

プログラム」を開発中であり、初動対応の迅速化と被害調査・罹災証明発行の加速化が

期待される。 

・ 南海トラフ地震対策として、九州地域における広域防災拠点構想を推進し、宮崎県・

大分県への支援体制を構築。国のプッシュ型支援の分散備蓄拠点が熊本県に設置された

ことで、隣県への物資輸送時間の大幅短縮を見込んでいる。 

・ 広域応援訓練で自衛隊ヘリ派遣を調整、応援県とは平時からの顔の見える関係を構築。

ＳｐｅｃｔｅｅやＦＡＳＴＡＬＥＲＴシステムの２アカウント取得で県内と九州各県の

情報収集を強化している。 

・ 熊本地震を機に避難所運営マニュアルを策定し、避難所運営リーダーサポーター研修

やスフィア基準研修などを通じて実効性を高め、災害関連死対策に取り組んでいる。 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった事項＞ 

・ 広域防災において、道路アクセスが極めて重要であるにもかかわらず、九州中央自動

車道と中九州横断道路の開通率が約30%にとどまっており、インフラ整備の加速が課題で

ある。 

・ 災害関連死対策に関連して、内閣府からの報告要請が各避難所にとって大きな事務負

担になっていたことが分かった。 

・ 委員からは、広域防災を推進するため、宮崎県においても熊本県との人事面の連携を

推進すべきとの意見があった。 
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５ 益城町役場（熊本県） 

＜調査日＞令和７年10月17日（金） 

＜調査事項＞ 震災被害、被災者支援、仮設住宅、災害公営住宅、防災体制、総合計画に

ついて 

＜調査概要＞ 

・ 2016年の熊本地震で震度７の揺れを２度経験し、町内を横断する断層帯の影響で壊滅

的被害を受けた。直接死20名、震災関連死25名、約１万800棟のうち約３割が全壊、約 

98%が一部損壊以上の被害を受け、公共施設58施設中48施設が被災した。 

・ 発災直後、職員の約８割が被災し、発災後に参集できたのは約６割にとどまったため、

計画的人員配置が困難となり、情報収集や協議が不足して現場の混乱を招いた。また、

避難所不足は陸上競技場でのテント村設置やトレーラーハウス活用で対応し、避難者自

身がリーダーとなり運営を担うことで職員の負担軽減に繋がった。 

・ 被災者支援として、被災半年後に「地域支え合いセンター」を社会福祉協議会に委託

設置し、仮設団地や在宅避難者（最大7,297世帯）を訪問して関係構築、悩み傾聴、専門

機関への繋ぎ、コミュニティ形成支援などを展開した。 

・ 18団地1,562戸の仮設住宅を整備し、19団地671戸の災害公営住宅を約４年、約200億

円をかけて建設した。希望校区への分散、浸水想定区域除外、年齢層の偏り回避など、

住民説明会を重ねて丁寧に対応した。 

・ 防災対策では、免震構造の新庁舎建設、職員の初動対応マニュアル「アクションカー

ド」作成、チャットツール導入により迅速な災害対策本部設置体制を強化。自主防災組

織を３組織から15組織に増加させ、防災士資格取得支援や防災機能を備えた避難地・避

難路整備も進めている。 

・ 復興計画は地震約１か月半後に策定し、「住み続けたいまち、次世代に継承したいま

ち」を将来像に掲げた。人口は一時的に約５%（1,500人）流出したが、インフラ整備や

宅地開発により現在３万4,400人まで回復し、2040年に３万8,000人を目指している。 

＜質疑応答や意見交換で明らかとなった事項＞ 

・ 地区の祭りやスポーツイベントといったコミュニティ活動が回復していないことが課

題として挙げられた。 

・ 耐震化された建物でも連続する震度７の揺れには耐えられないことから、一度大きな

地震を経験した家屋の耐震診断の必要性が指摘された。 

・ シェルター設置の補助事業が存在するものの、申請実績がゼロとなっている実態が明

らかになった。 
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